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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着用者の体を覆う本体部と、
　前記本体部よりも高い回復力を有するライン部と、を備え、
　前記ライン部は、
　骨盤に対応する位置で前記本体部の胴部回りに設けられた環状部分からなる第１のライ
ン部と、
　前記第１のライン部よりも上方で前記本体部の胴部回りに設けられた上側環状部分、及
び前記第１のライン部よりも下方で前記本体部の脚部周りに設けられた下側環状部分の少
なくとも一方からなる第２のライン部と、
　前記本体部の両脇側において、前記第１のライン部と前記第２のライン部とを連結し、
当該連結部分を除いて他のライン部とは交わらない第３のライン部と、を有し、
　前記第３のライン部は、前記第１のライン部及び前記第２のライン部のうち、下方のラ
イン部の前部と上方のライン部の後部とを斜めに連結している補整衣類。
【請求項２】
　前記第１のライン部は、骨盤の前側に対応する位置を通るように設けられている請求項
１記載の補整衣類。
【請求項３】
　前記第２のライン部は、少なくとも前記上側環状部分を有し、
　前記上側環状部分は、アンダーバストに対応する位置を通るように設けられている請求
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項１又は２記載の補整衣類。
【請求項４】
　前記第２のライン部は、少なくとも前記下側環状部分を有し、
　前記下側環状部分は、大腿部に対応する位置を通るように設けられている請求項１～３
のいずれか一項記載の補整衣類。
【請求項５】
　前記第１のライン部、前記第２のライン部、及び前記第３のライン部の少なくとも一つ
は、複数のラインからなる請求項１～４のいずれか一項記載の補整衣類。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着用者の姿勢を補整する補整衣類に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の補整衣類として、例えば特許文献１に記載の姿勢改善サポート衣類がある。この
従来の補整衣類は、少なくとも上半身を覆う本体部と、本体部よりも高い緊締力を有する
帯状の緊締部とを有している。帯状の緊締部は、第７胸椎～第９胸椎の少なくともいずれ
かに対応する位置から左右下方へ延び、左右の肋骨下部の位置を通り、下腹部の中央に当
たる位置において連結されている。また、下腹部の中央において、緊締部の中心線は、臍
と恥骨上端との間となる部位に位置している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】２０１０－２６１１１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した従来の補整衣類は、動作に起因する骨盤の位置ずれを抑制し、骨盤の位置を安
定させることで、動作時の姿勢の改善をサポートするようになっている。歩行という動作
に着目した場合でも、骨盤は特に重要な働き有している。美しく綺麗に見える歩行動作を
分析すると、上体のふらつきが少なく、かつ足が前後に大きく開いていることが分かる。
このような動作は、骨盤を軸として体の各部位の動きを十分に連動させることによって実
現され得る。
【０００５】
　本発明は、上記課題の解決のためになされたものであり、骨盤を軸として体の各部位の
動きを十分に連動させることにより、美しい歩行動作をサポートできる補整衣類を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一側面に係る補整衣類は、着用者の体を覆う本体部と、本体部よりも高い回復
力を有するライン部と、を備え、ライン部は、骨盤に対応する位置で本体部の胴部回りに
設けられた環状部分からなる第１のライン部と、第１のライン部よりも上方で本体部の胴
部回りに設けられた上側環状部分、及び第１のライン部よりも下方で本体部の脚部周りに
設けられた下側環状部分の少なくとも一方からなる第２のライン部と、本体部の両脇側に
おいて、第１のライン部と第２のライン部とを連結し、当該連結部分を除いて他のライン
部とは交わらない第３のライン部と、を有する。
【０００７】
　この補整衣類では、第１のライン部によって骨盤が支持され、第２のライン部によって
上体及び脚部の少なくとも一方が支持される。この補整衣類を着用して歩行を行うと、足
を前に出したときの体の捻じれや傾きによって第３のライン部が伸長し、骨盤を軸として
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体の各部位の動きを十分に連動させることができる。これにより、歩行時の上体のふらつ
きが抑えられると共に、足が前後に大きく開き、美しい歩行動作がサポートされる。また
、第３のライン部が連結部分を除いて他のライン部と交わらないことで、着用者の歩行動
作に伴う第３のライン部の伸長が阻害されることがなく、骨盤を軸とする体の各部位の動
きの連動を十分に生じさせることができる。
【０００８】
　また、第１のライン部は、骨盤の前側に対応する位置を通るように設けられていてもよ
い。この場合、第１のライン部によって骨盤をしっかりと支持することが可能となる。
【０００９】
　また、第２のライン部は、上側環状部分のみを有し、上側環状部分は、アンダーバスト
に対応する位置を通るように設けられ、第３のライン部は、第１のライン部の前部と上側
環状部分の後部とを連結していてもよい。この場合、上体と骨盤と捻じれと傾きによって
第３のライン部が伸長し、骨盤の動きに連動して腹筋がサポートされる。これにより、上
体のふらつきを効果的に抑えられる。
【００１０】
　また、第２のライン部は、下側環状部分のみを有し、下側環状部分は、大腿部に対応す
る位置を通るように設けられ、第３のライン部は、第１のライン部の後部と下側環状部分
の前部とを連結していてもよい。この場合、足を前に出す動作によって第３のライン部が
伸長し、骨盤の動きに連動して臀筋がサポートされる。これにより、左右にふらつかずに
足を前後に大きく開かせることが可能となる。
【００１１】
　また、第２のライン部は、上側環状部分及び下側環状部分の双方を有し、上側環状部分
は、アンダーバストに対応する位置を通るように設けられ、下側環状部分は、大腿部に対
応する位置を通るように設けられ、第３のライン部は、第１のライン部の前部と上側環状
部分の後部とを連結する第１の部分と、第１のライン部の後部と下側環状部分の前部とを
連結する第２の部分とを有していてもよい。
【００１２】
　この場合、上体と骨盤と捻じれと傾きによって第３のライン部の第１の部分が伸長し、
骨盤の動きに連動して腹筋がサポートされる。これにより、上体のふらつきを効果的に抑
えられる。また、足を前に出す動作によって第３のライン部の第２の部分が伸長し、骨盤
の動きに連動して臀筋がサポートされる。これにより、左右にふらつかずに足を前後に大
きく開かせることが可能となる。
【００１３】
　また、第１のライン部、第２のライン部、及び第３のライン部の少なくとも一つは、複
数のラインからなっていてもよい。このような構成においても、第１のライン部及び第２
のライン部による体の各部位の支持効果と、第３のライン部による連動効果とを十分に生
じさせることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、骨盤を軸として体の各部位の動きを十分に連動させることにより、美
しい歩行動作をサポートできる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】（ａ）（ｂ）は、美しい歩行動作を示す図である。
【図２】（ａ）（ｂ）は、美しくない歩行動作を示す図である。
【図３】本発明の一側面に係る補整衣類の概略構成を示す図である。
【図４】第１実施形態に係る補整衣類を着用状態にて示す正面図である。
【図５】図４に示す補整衣類の背面図である。
【図６】図４に示す補整衣類の側面図である。
【図７】第１実施形態に係る補整衣類の作用を示す図である。
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【図８】第２実施形態に係る補整衣類を着用状態にて示す正面図である。
【図９】図８に示す補整衣類の背面図である。
【図１０】図８に示す補整衣類の側面図である。
【図１１】（ａ）（ｂ）は、第２実施形態に係る補整衣類の作用を示す図である。
【図１２】第３実施形態に係る補整衣類を着用状態にて示す側面図である。
【図１３】ライン部の変形例を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照しながら、本発明の一側面に係る補整衣類の好適な実施形態について
詳細に説明する。
［補整衣類の作用原理及び概略構成］
【００１７】
　始めに本発明の一側面に係る補整衣類の作用原理について説明する。図１は、美しい歩
行動作を示す図である。また、図２は、美しくない歩行動作を示す図である。図１及び図
２では、歩行者の背骨のライン、足のライン、首のライン、及び骨盤のラインをそれぞれ
直線で模式的に示している。
【００１８】
　図１に示すように、美しい歩行動作では、足が前後に動く際の骨盤に対する上体のふら
つきが小さく、かつ足が前後に大きく開いている（図１（ａ）参照）。また、足が前後に
動く際の左右への骨盤及び足のふらつきが小さくなっている（図１（ｂ）参照）。これに
対し、図２に示すように、姿勢美のとれていない歩行動作では、足が前後に動く際の骨盤
に対する上体のふらつきが大きく、かつ前後への足の開きが小さくなっている（図２（ａ
）参照）。また、足が前後に動く際の左右への骨盤及び足のふらつきが大きくなっている
（図２（ｂ）参照）。かかる分析結果から、骨盤に対する上体のふらつきを抑え、かつ前
後への足の開きを大きくするサポートを行うことにより、美しく綺麗に見える歩行動作を
実現できるという知見が見出せる。
【００１９】
　図３は、本発明の一側面に係る補整衣類の概略構成を示す図である。同図に示すように
、補整衣類１は、本体部２と、ライン部３と、を備えて構成されている。本体部２は、着
用者の体を覆うように、例えば伸縮性を有する素材によって構成されている。本体部２を
構成する部材としては、例えばピエゾダブルジャガードが挙げられる。
【００２０】
　ライン部３は、本体部２よりも高い回復力を有する帯状の部分である。ライン部３は、
例えば本体部２の一部の編み構造の変更、本体部２への当布、樹脂プリント、或いは酸化
剤などを用いて生地の一部に透かし模様を形成するオパール加工（burnt-out加工）など
によって形成されている。当布などのように本体部２とは別の素材を用いる場合、ライン
部３を構成する素材としては、例えばパワーネットが挙げられる。
【００２１】
　本体部２及びライン部３の回復力は、例えば定速伸長形引張試験機を用いて測定するこ
とができる。この場合、定速伸長形引張試験機に生地（試験片）を取り付け、設定された
伸度に達するまで一定の速度で試験片の伸長・回復を行い、試験片の回復力を測定する。
なお、回復力は、緊迫力と称してもよい。
【００２２】
　ライン部３は、より具体的には、図３に示すように、第１のライン部４と、第２のライ
ン部５と、第３のライン部６とを有している。第１のライン部４は、骨盤の前側に対応す
る位置を通るように本体部２の胴部回りに設けられた環状部分を有している。第１のライ
ン部４は、本体部２の胴部周りに環状に設けられることで、着用者の骨盤をしっかりと支
持する。
【００２３】
　第２のライン部５は、第１のライン部４よりも上方で本体部２の胴部回りに設けられた
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上側環状部分５Ａ、及び第１のライン部４よりも下方で本体部２の脚部周りに設けられた
下側環状部分５Ｂの少なくとも一方を有している。図３の例では、第２のライン部５は、
上側環状部分５Ａ及び下側環状部分５Ｂの双方を有している。上側環状部分５Ａは、例え
ばアンダーバストに対応する位置（乳房の下部周辺）を通るように横方向に延び、胸郭下
部付近で着用者の上体をしっかり支持する。また、下側環状部分５Ｂは、例えば大腿部の
付け根に対応する位置を通るように横方向に延び、着用者の左右の脚部をそれぞれしっか
りと支持する。
【００２４】
　第３のライン部６は、第１のライン部４と第２のライン部５とを連結する部分である。
第３のライン部６は、本体部２の両脇側においてそれぞれ上下に斜めに延在し、第１のラ
イン部４と第２のライン部５とを連結している。図３の例では、第３のライン部６は、第
１のライン部４の前部４ａと第２のライン部５における上側環状部分５Ａの後部５ｂとを
連結する第１の部分６Ａと、第１のライン部４の後部４ｂと第２のライン部における下側
環状部分５Ｂの前部５ａとを連結する第２の部分６Ｂとを有している。また、第３のライ
ン部６は、第１のライン部４との連結部分Ｐ１及び第２のライン部５との連結部分Ｐ２を
除いて、他のライン部３とは交わらない状態となっている。この第３のライン部６は、足
を前に出したときの体の捻じれや傾きによって、第１のライン部４と第２のライン部５と
の間で延在方向に伸長する。
【００２５】
　このような補整衣類１によれば、第１のライン部４によって骨盤が支持され、第２のラ
イン部５によって上体及び脚部の少なくとも一方が支持される。この補整衣類１を着用し
て歩行を行うと、足を前に出したときの体の捻じれや傾きによって第３のライン部６が伸
長し、骨盤を軸として体の各部位（ここでは上体及び足）の動きを連動させることができ
る。これにより、歩行時の上体のふらつきが抑えられると共に、足が前後に大きく開き、
美しい歩行動作がサポートされる。また、第３のライン部６が連結部分Ｐ１，Ｐ２を除い
て他のライン部と交わらないことで、着用者の歩行動作に伴う第３のライン部６の伸長が
阻害されることがなく、骨盤を軸とする体の各部位の動きの連動を十分に生じさせること
ができる。
［第１実施形態］
【００２６】
　図４は、第１実施形態に係る補整衣類を着用状態で示す正面図である。また、図５は、
その背面図であり、図６は、その側面図である。図４～図６に示す補整衣類１１は、上半
身衣類として構成されている。以下の説明では、便宜上、補整衣類１１の着用状態を想定
して「上」「下」等の用語を使用する。
【００２７】
　補整衣類１１は、着用者の体を覆う本体部１２と、本体部１２よりも高い回復力を有す
るライン部１３と、を備えている。本体部１２は、例えば胸部１２ａ、腹部１２ｂ、背部
１２ｃ、及び左右のストラップ部１２ｄを含み、着用者の上半身を覆うように構成されて
いる。本体部１２は、例えばピエゾダブルジャガードなどの伸縮性を有する素材によって
形成されている。本体部１２の回復力は、例えば１５０ｃＮ～６００ｃＮ程度となってい
る。
【００２８】
　ライン部１３は、本実施形態では、本体部１２の一部の編み構造の変更によって形成さ
れている。ライン部１３は、腹部１２ｂに設けられた第１のライン部１４と、胸部１２ａ
及び背部１２ｃに設けられた第２のライン部１５と、背部１２ｃから腹部１２ｂにかけて
設けられた第３のライン部１６とを有している。ライン部１３の回復力は、本体部１２の
回復力に比べて高くなっている。第１のライン部１４の回復力及び第２のライン部１５の
回復力は、例えば４００ｃＮ～１６００ｃＮ程度となっている。第３のライン部１６の回
復力は、例えば２５０ｃＮ～１０００ｃＮ程度となっている。
【００２９】
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　第１のライン部１４は、骨盤に対応する位置で本体部１２の腹部１２ｂ及び背部１２ｃ
周りに設けられた環状部分を有している。第１のライン部１４の前部１４ａは、幅５ｃｍ
～１５ｃｍ程度の帯状をなし、図４に示すように、着用者の臍部よりも下側の位置で横方
向に延在している。この第１のライン部１４の前部１４ａは、前中心において最下点とな
るように下方に緩やかに湾曲し、着用者の骨盤の前脇側にある上前腸骨棘に対応する位置
Ａを通るように設計されている。また、第１のライン部１４の後部１４ｂは、図５に示す
ように、幅５ｃｍ～１５ｃｍ程度で着用者の臀部よりも上側の位置で横方向にほぼ水平に
延在している。第１のライン部１４の後部１４ｂは、着用者の骨盤の後脇側にある上後腸
骨棘に対応する位置Ｂを通るように設計されている。
【００３０】
　第２のライン部１５は、本実施形態では、図４～図６に示すように、第１のライン部１
４よりも上方で本体部１２の胴部回りに設けられた上側環状部分１５Ａのみを有している
。上側環状部分１５Ａの前部１５ａは、幅３ｃｍ～９ｃｍ程度の帯状をなし、図４に示す
ように、着用者のアンダーバストの形状に対応して横方向に延在している。上側環状部分
１５Ａの前部１５ａは、前中心が最上点となるように上方に緩やかに湾曲し、着用者の第
１０胸椎の脇側の位置Ｃを通るように設計されている。一方、上側環状部分１５Ａの後部
１５ｂは、幅４ｃｍ～１２ｃｍ程度で前部１５ａよりも幅広の帯状をなし、図５に示すよ
うに、着用者の肩甲骨よりも下側の位置で横方向にほぼ水平に延在している。上側環状部
分１５Ａの後部１５ｂも、前部１５ａと同様に、着用者の第１０胸椎の脇側の位置Ｃを通
るように設計されている。
【００３１】
　第３のライン部１６は、幅５ｃｍ～１５ｃｍ程度の帯状をなし、図６に示すように、第
１のライン部１４の前部１４ａの脇側と、第２のライン部１５における上側環状部分１５
Ａの後部１５ｂの脇側とを連結するように略直線状に延在している。したがって、本体部
１２を側方から見た場合、第１のライン部１４、第２のライン部１５、及び第３のライン
部１６は、略Ｚ字状をなした状態となっている。第３のライン部１６は、着用者の腹筋（
外腹斜筋）に沿うように設計されている。第１のライン部１４と第３のライン部１６との
連結部分Ｐ１１は、上前腸骨棘の位置Ａに対応している。また、第２のライン部１５と第
３のライン部１６との連結部分Ｐ１２は、第１０胸椎の脇側の位置Ｃに対応している。
【００３２】
　図７は、第１実施形態に係る補整衣類の作用を示す図である。同図に示すように、この
補整衣類１１では、第１のライン部１４によって骨盤が支持され、第２のライン部１５に
よって上体が支持される。この補整衣類１１を着用して歩行を行うと、第１のライン部１
４と第２のライン部１５とを連結している第３のライン部１６が足を前に出したときの体
の捻じれや傾きによって伸長し、骨盤の動きに連動して腹筋（外腹斜筋）がサポートされ
る。これにより、歩行時の上体のふらつきを効果的に抑えることが可能となり、美しい歩
行動作がサポートされる。また、第３のライン部１６が連結部分Ｐ１１，Ｐ１２を除いて
他のライン部と交わらないことで、着用者の歩行動作に伴う第３のライン部１６の伸長が
阻害されることがなく、骨盤を軸とする体の各部位の動きの連動を十分に生じさせること
ができる。
［第２実施形態］
【００３３】
　図８は、第２実施形態に係る補整衣類を着用状態で示す正面図である。また、図９は、
その背面図であり、図１０は、その側面図である。図８～図１０に示す補整衣類２１は、
下半身衣類として構成されている。
【００３４】
　補整衣類２１は、着用者の体を覆う本体部２２と、本体部２２よりも高い回復力を有す
るライン部２３と、を備えている。本体部２２は、例えば腰部２２ａ、下腹部２２ｂ、臀
部２２ｃ、股部２２ｄ、及び左右の脚部２２ｅを含み、着用者の下半身を覆うように構成
されている。本体部２２は、例えばピエゾダブルジャガードなどの伸縮性を有する素材に
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よって形成されている。本体部２２の回復力は、例えば２５０ｃＮ～～１０００ｃＮ程度
となっている。
【００３５】
　ライン部２３は、本実施形態では、本体部２２の一部の編み構造の変更によって形成さ
れている。ライン部２３は、腰部２２ａ及び下腹部２２ｂにかけて設けられた第１のライ
ン部２４と、臀部２２ｃ、股部２２ｄ、及び脚部２２ｅにかけて設けられた第２のライン
部２５と、腰部２２ａから脚部２２ｅにかけて設けられた第３のライン部２６とを有して
いる。ライン部２３の回復力は、本体部２の回復力に比べて高くなっている。第１のライ
ン部２４の回復力及び第２のライン部２５の回復力は、例えば５００ｃＮ～～２０００ｃ
Ｎ程度となっている。第３のライン部２６の回復力は、例えば４００ｃＮ～～１６００ｃ
Ｎ程度となっている。
【００３６】
　第１のライン部２４は、骨盤に対応する位置で本体部２２の胴部回りに設けられた環状
部分を有している。第１のライン部２４の前部２４ａは、幅５ｃｍ～１５ｃｍ程度の帯状
をなし、図８に示すように、着用者の臍部よりも下側の位置で横方向に延在している。こ
の第１のライン部２４の前部２４ａは、前中心が最下点となるように下方に緩やかに湾曲
し、着用者の骨盤の前脇側にある上前腸骨棘に対応する位置Ａを通るように設計されてい
る。
【００３７】
　また、第１のライン部２４の後部２４ｂは、図９に示すように、幅５ｃｍ～１５ｃｍ程
度で着用者の臀部よりも上側の位置で横方向に延在している。第１のライン部２４の後部
２４ｂは、着用者の骨盤の後脇側にある上後腸骨棘に対応する位置Ｂを通るように設計さ
れている。なお、第１のライン部２４の後部２４ｂの下縁部には、着用者の臀部の盛り上
がりに対応する湾曲部分が設けられていてもよい。
【００３８】
　第２のライン部２５は、本実施形態では、図８～図１０に示すように、第１のライン部
２４よりも下方で本体部２２の脚部２２ｅ回りに設けられた下側環状部分２５Ｂのみを有
している。下側環状部分２５Ｂの前部２５ａは、図８に示すように、大腿部の付け根付近
の位置で横方向に延在している。下側環状部分２５Ｂの前部２５ａは、着用者の恥骨に対
応する位置Ｄ及び大腿骨の上端周辺に対応する位置Ｅを通るように設計されている。一方
、下側環状部分２５Ｂの後部２５ｂは、図９に示すように、幅５ｃｍ～１５ｃｍ程度で着
用者の臀溝の形状に対応するように横方向に延在している。また、本体部２２の側方から
見た場合、図１０に示すように、下側環状部分２５Ｂは、着用者の大転子に対応する位置
Ｆよりも上側を通るように設計されている。
【００３９】
　第３のライン部２６は、幅４ｃｍ～１２ｃｍ程度の帯状をなし、図１０に示すように、
第１のライン部２４の後部２４ｂの脇側と、第２のライン部２５における下側環状部分２
５Ｂの前部２５ａの脇側とを連結するように略直線状に延在している。したがって、本体
部２２を側方から見た場合、第１のライン部２４、第２のライン部２５、及び第３のライ
ン部２６は、略Ｚ字状をなした状態となっている。第３のライン部２６は、着用者の臀筋
に沿うように設計されている。第１のライン部２４と第３のライン部２６との連結部分Ｐ
２１は、上後腸骨棘の位置Ｂに対応している。また、第２のライン部５と第３のライン部
６との連結部分Ｐ２２は、大腿骨の上端周辺に対応する位置Ｅに対応している。
【００４０】
　図１１は、第２実施形態に係る補整衣類の作用を示す図である。同図に示すように、こ
の補整衣類２１では、第１のライン部２４によって骨盤が支持され、第２のライン部２５
によって脚部が支持される。この補整衣類２１を着用して歩行を行うと、第１のライン部
２４と第２のライン部２５とを連結している第３のライン部２６が足を前に出す動作によ
って伸長し、骨盤の動きに連動して臀筋がサポートされる。これにより、図１１（ａ）及
び図１１（ｂ）に示すように、左右にふらつかずに足を前後に大きく開かせることが可能
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となり、美しい歩行動作がサポートされる。また、第３のライン部２６が連結部分Ｐ２１
，Ｐ２２を除いて他のライン部と交わらないことで、着用者の歩行動作に伴う第３のライ
ン部６の伸長が阻害されることがなく、骨盤を軸とする体の各部位の動きの連動を十分に
生じさせることができる。
【００４１】
　なお、本実施形態では、第１のライン部２４の前部２４ａと第２のライン部２５の前部
２５ａとが上下に一定の間隔をもって配置されているが（図８参照）、第１のライン部２
４の前部２４ａと第２のライン部２５の前部２５ａとが本体部２２よりも高い回復力を有
する連結部によって連結され、着用者の腹部を押さえる押さえ部が構成されていてもよい
。連結部は、例えば編構造の変更による面状部やパワーネットなどの別部材によって形成
される。
［第３実施形態］
【００４２】
　図１２は、第３実施形態に係る補整衣類を着用状態で示す正面図である。同図に示す補
整衣類３１は、上半身及び下半身を覆う衣類として構成されており、第１のライン部３４
を共通化することによって、上述した第１実施形態及び第２実施形態を合わせた形態とな
っている。補整衣類３１の本体部３２は、胸部３２ａ、腹部３２ｂ、背部３２ｃ、左右の
ストラップ部３２ｄ、腰部３２ｅ、下腹部３２ｆ、臀部３２ｇ、股部（不図示）、及び左
右の脚部３２ｈを含んで構成されている。
【００４３】
　また、補整衣類３１のライン部３３では、第２実施形態と同様の構成を有する第１のラ
イン部３４が設けられている。また、第２のライン部３５は、第１のライン部３４よりも
上方で本体部３２の胴部回りに設けられた上側環状部分３５Ａと、第１のライン部３４よ
りも下方で本体部３２の脚部回りに設けられた下側環状部分３５Ｂとの双方を有している
。上側環状部分３５Ａは、第１実施形態と同様の構成となっており、下側環状部分３５Ｂ
は、第２実施形態と同様の構成となっている。
【００４４】
　また、第３のライン部３６は、第１のライン部３４と第２のライン部３５の上側環状部
分３５Ａとを連結する第１の部分３６Ａと、第１のライン部３４と第２のライン部３５の
下側環状部分３５Ｂとを連結する第２の部分３６Ｂとを有している。第１の部分３６Ａは
、第１実施形態における第３のライン部１６と同様の構成となっており、第２の部分３６
Ｂは、第２実施形態における第３のライン部２６と同様の構成となっている。
【００４５】
　以上のような補整衣類３１では、第１のライン部３４によって骨盤が支持され、第２の
ライン部３５によって上体及び脚部が支持される。この補整衣類３１を着用して歩行を行
うと、第１のライン部３４と第２のライン部３５の上側環状部分３５Ａとを連結している
第３のライン部３６の第１の部分３６Ａが足を前に出したときの体の捻じれや傾きによっ
て伸長し、骨盤の動きに連動して腹筋（外腹斜筋）がサポートされる。
【００４６】
　また、第１のライン部３４と第２のライン部３５の下側環状部分３５Ｂとを連結してい
る第３のライン部３６の第２の部分３６Ｂが足を前に出す動作によって伸長し、骨盤の動
きに連動して臀筋がサポートされる。これにより、歩行時の上体のふらつきが効果的に抑
えられると共に、左右にふらつかずに足を前後に大きく開かせることが可能となり、美し
い歩行動作がサポートされる。
【００４７】
　さらに、第３のライン部３６の第１の部分３６Ａは、第１のライン部３４の前部３４ａ
との連結部分Ｐ３１、及び上側環状部分３５Ａの後部３５ｂとの連結部分Ｐ３２を除いて
他のライン部と交わっておらず、第３のライン部３６の第２の部分３６Ｂは、第１のライ
ン部３４の後部３４ｂとの連結部分Ｐ３３、及び下側環状部分３５Ｂの前部３５ｃとの連
結部分Ｐ３４を除いて他のライン部と交わっていない。これにより、着用者の歩行動作に
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きの連動を十分に生じさせることができる。
【００４８】
　なお、第３実施形態においても、第２実施形態と同様に、第１のライン部３４の前部３
４ａと第２のライン部３５の前部３５ｃとが本体部３２よりも高い回復力を有する連結部
によって連結され、着用者の腹部を押さえる押さえ部が構成されていてもよい。連結部は
、例えば編構造の変更による面状部やパワーネットなどの別部材によって形成される。
［ライン部の変形例］
【００４９】
　上記実施形態では、第１のライン部、第２のライン部、及び第３のライン部がいずれも
連続したラインとなっているが、上記作用を生じさせる限りにおいて、これらのラインの
一部が非連続となっていてもよい。例えば第１のライン部、第２のライン部、及び第３の
ライン部の少なくとも一つを破線状或いは点線状に構成してもよい。
【００５０】
　また、上記実施形態では、第１のライン部、第２のライン部、及び第３のライン部をそ
れぞれ１本のラインで構成しているが、第１のライン部、第２のライン部、及び第３のラ
イン部の少なくとも一つを複数のラインで構成してもよい。図１３に示す例では、ライン
部４３において、第１のライン部４４、第２のライン部４５（上側環状部分４５Ａ及び下
側環状部分４５Ｂ）、及び第３のライン部４６（第１の部分４６Ａ及び第２の部分４６Ｂ
）がそれぞれ３本のラインによって構成されている。３本のラインは、一定の間隔をもっ
て配置されているが、互いに接触していてもよい。
【００５１】
　図１３に示す例では、連結部分Ｐにおいて、第３のライン部４６の３本のラインのうち
、最も本体部４２の正面側（図１３における左側）に位置するラインが、第１のライン部
４４及び第２のライン部４５の３本のラインのうちの最も近いライン同士を連結している
。また、第３のライン部４６の３本のラインのうち、中央に位置するラインが、第１のラ
イン部４４及び第２のライン部４５の３本のラインの中央のライン同士を連結している。
さらに、第３のライン部４６の３本のラインのうち、最も本体部４２の背面側（図１３に
おける右側）に位置するラインが、第１のライン部４４及び第２のライン部４５の３本の
ラインのうちの最も遠いライン同士を連結している。
【００５２】
　このような構成においても、第１のライン部４４及び第２のライン部４５による体の各
部位の支持効果と、第３のライン部４６による連動効果とを十分に生じさせることができ
る。したがって、歩行時の上体のふらつきが効果的に抑えられると共に、左右にふらつか
ずに足を前後に大きく開かせることが可能となり、美しい歩行動作がサポートされる。
【符号の説明】
【００５３】
　１，１１，２１，３１…補整衣類、２，１２，２２，３２，４２…本体部、３，１３，
２３，３３，４３…ライン部、４，１４，２４，３４，４４…第１のライン部、５，１５
，２５，３５，４５…第２のライン部、５Ａ，１５Ａ，３５Ａ，４５Ａ…上側環状部分、
５Ｂ，２５Ｂ，３５Ｂ，４５Ｂ…下側環状部分、６，１６，２６，３６，４６…第３のラ
イン部。
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